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三重県 災害ケースマネジメントのこれまでの取組状況等

○三重県と災害時協定を締結している三重弁護士会、三重県司法書士会、三重県行政
書士会、三重県社会保険労務士会を訪問し、各団体における災害時の被災者支援に
ついて意見交換を行った。（令和６年１１月１３日～令和７年１月１６日）

○災害ケースマネジメントの先進的な取組をしている徳島県を訪問し、災害ケースマ
ネジメントの推進に至った経緯や県と市町村との役割、県庁内の推進体制と関係機
関との連携等について教示いただき意見交換を行った。（令和７年２月３日）

これまで（モデル事業実施前）の取組状況

モデル事業実施の狙いについて
○災害ケースマネジメント促進に向けた指針（県指針）の策定
県、市町及び県社会福祉協議会をメンバーとする「災害ケースマネジメント促進に
向けた指針策定研究会」を設置し、災害ケースマネジメントを実施するにあたって
の留意事項や標準的な実施手順等を示した県指針を策定する。

○災害ケースマネジメントの意識啓発
災害ケーマネジメントの必要性を喚起するため、県、市町及び関係団体を対象とし
た講演会と県指針説明会を開催する。
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の取組内容

モデル事業の取組内容

災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定研究会の設置
構成員
２９名

県内市町
（７市町）
２０名

桑名市（防災・危機管理課）
四日市市（危機管理課、福祉総務課）
伊勢市（危機管理課、福祉総務課、福祉総合支援センター）
鳥羽市（総務課危機管理室）
志摩市（防災危機管理課、地域福祉課、志摩市地域包括支援センター）
伊賀市（防災危機管理局、介護高齢福祉課、障がい福祉課、地域包括支援
センター）
紀宝町（防災対策課、福祉課）

三重県社会
福祉協議会

２名
総務企画部地域福祉課、福祉研修人材部福祉育成支援課

三重県庁
関係部局
７名

防災対策部、子ども・福祉部、医療保健部、環境生活部

有識者 アドバイザー 菅野 拓 大阪公立大学大学院文化研究科准教授
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の取組内容

令和７年７月２８日（月）14:00～16:00

「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定」第１回研究会
災害ケースマネジメントの理解を目的とした講演会の実施

１災害ケースマネジメントの取組について
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難支援担当）付
黒濱 綾子 氏

２官民連携による被災者支援の取組み
倉敷市社会福祉協議会
事務局次長（兼）地域福祉課長 佐賀 雅宏 氏

参加者：構成員２８名

モデル事業の取組内容
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の取組内容

令和７年８月１９日（火）10:00～12:00

「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定」第２回研究会
災害ケースマネジメントにかかる伊勢市の事例紹介

災害ケースマネジメントに関する話題提供
（講師）伊勢市役所危機管理課主幹・人と防災未来センターリサーチフェロー
（１）被災者支援の概観
（２）伊勢市の取組
（３）被災者支援検討ワークショップ

参加人数１９名（うち１名は講師）

モデル事業の取組内容
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の取組内容

令和７年９月１８日（火）10:00～12:00

「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定」第３回研究会

災害ケースマネジメント実施体制を検討するための具体的業務と業務を行うため
の事前準備について
（進行）三重県防災対策部地域防災推進課 課長補佐兼班長
（１）災害ケースマネジメント実施の手引きと災害ケースマネジメント促進のための指針
（２）災害ケースマネジメント実施の手引き分解
（３）手引きをふまえた指針の方向性
（４）本日の検討内容
（５）グループワーク
（６）まとめ 参加人数：１６名（うち１名は進行）

モデル事業の取組内容
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の取組内容

令和７年１１月２６日（水）10:00～12:00

「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定」第４回研究会

「避難所閉所検討～応急仮設住宅供与段階」における実施体制の検討
（進行）三重県防災対策部地域防災推進課 課長補佐兼班長
災害ケースマネジメン体制検討シートを活用したグループワーク

（１）ワーク１：訪問調査の担い手として想定される機関、団体等を検討
（２）ワーク２：ケース会議の構成員として想定される機関、団体等を検討
（３）ワーク３：災害ケースマネジメントの支援拠点を検討

参加人数：１６名（うち１名は進行）

モデル事業の取組内容
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の取組内容

令和８年１月２１日（水）10:00～12:00
「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定」第５回研究会

「三重県災害ケースマネジメント促進に向けた指針（仮称）」（中間案）の検討
（進行）三重県防災対策部地域防災推進課 課長補佐兼班長
前回までの研究会での検討や、有識者からのアドバイスをふまえて事務局が作成

した指針（中間案）をもとに指針内容を検討
参加人数：２２名（うち１名は進行）

モデル事業の取組内容

令和８年２月１０日（火）14:00～16:00
「災害ケースマネジメント促進に向けた指針策定」第６回研究会

「三重県災害ケースマネジメント促進に向けた指針（避難所閉所検討～応急仮設住
宅供与段階）（仮称）」（最終案）の検討
（進行）三重県防災対策部地域防災推進課 課長補佐兼班長
前回までの研究会での検討や、県内市町及び三重県社会福祉協議会、県庁関係部

への意見照会の結果をふまえて事務局が作成した指針（最終案）をもとに指針内容
を検討

参加人数：１９名（うち１名は進行）
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の取組内容

「災害ケースマネジメント講演会・県指針説明会」の開催（県費による実施）

日時：令和８年３月１７日（火）9:30～11:20

１講演・県指針説明
（１）なぜ、災害ケースマネジメントが必要なのか

大阪公立大学大学院文学研究科 准教授 菅野 拓 氏
（２）令和６年能登半島地震における災害ケースマネジメントの実際

社会福祉法人麦の子会 PDR室 羽村 龍 氏
（３）三重県災害ケースマネジメント促進に向けた指針（避難所閉所検討~応急仮設

住宅供与段階）の概要について
三重県防災対策部地域防災推進課 課長補佐兼班長

２対象
市町、社会福祉協議会、被災者支援関係団体、三重県関係部局

モデル事業の取組内容
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の効果等

実施による効果
「三重県災害ケースマネジメント促進に向けた指針（避難所閉所検討～応急仮設住宅供与段階）」の策定
指針のポイント１：支援が本格化する段階における業務を整理
・本指針では、発災後からの各フェーズである「発災直後～避難所運営段階」「避難所閉所検討～応急仮設住宅供与段階」「応
急仮設住宅供与段階以降」のうち、被災者の自立・生活再建に向けた支援が本格化する「避難所閉鎖検討～応急仮設住宅供与
段階」における必要な業務を整理

・各業務である「アウトリーチによる被災者の状況把握」「ケース会議および支援計画作成」「支援のつなぎおよび支援の実
施」における具体的な取組を洗い出し、業務区分及び業務内容として整理

指針のポイント２：被災者の状況を区分し、各区分ごとに考えられる相談先・訪問調査員等を整理
・被災者の状況について、A「生命・健康リスクが高い世帯」B「生活再建の課題が大きい世帯」C「孤立・見守りが必要な世
帯」D「住宅再建・住家課題が中心の世帯」に区分し、各区分の相談先、訪問調査員として想定される機関、団体、職種を整
理

指針のポイント３：ケース会議の構成員を整理
・ケース会議では、個々の被災者の課題に応じて構成員が変わることが考えられることから、A「健康・医療、心理・精神的な
課題」B「生活再建・家計・就労、孤立防止の課題」C「高齢者の見守り・生活維持の課題」D「障がい者の支援やサービス調
整の課題」E「子ども・子育て家庭の課題」F「外国人・多文化対応の課題」G「住まい（住宅）の課題」H「法律課題」に区
分し、各課題に対応したケース会議の構成員とし想定される外部人材を整理

指針のポイント４：支援のつなぎ、支援の実施について留意点を整理
・ケース会議で作成した各被災者ごとの支援計画書に基づき実施する支援について、留意点を整理し、主な支援つなぎ先と専門
的な支援の内容を整理

指針のポイント５：実施にあたっての役割や取り組むべき事項を整理
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三重県 災害ケースマネジメントモデル事業の課題・今後の取組

来年度以降の取組について
○災害ケースマネジメントに関する理解と導入促進を図るため、市町、福祉、士業、
ＮＰＯ、県などの関係団体で構成する会議体を設置する。

○応急対応を行う様々な機関が持つ被災者情報を収集し、災害ケースマネジメントに
活用するための県内共通様式の作成などを進める。

○こうした取組を通じて、県内市町における災害ケースマネジメントの取組を浸透さ
せ、関係機関が連携した被災者支援の取組を促進する。

【反省】
○参加者に災害ケースマネジメントに関して共通した認識のもと、より具体的なイ
メージを持って検討を重ねていく必要がある。

【課題】
○検討事項は多岐にわるため、県内市町において災害ケースマネジメントを実施する
ために取り組むべき事項を継続して検討する必要がある。

実施してみての課題・反省点


